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提出書類
以下をすべて、左上ホチキス止めのうえ 25部準備して当日ご持参ください。
■新在家南地区まちづくり協定の区域内における行為の概要書、現況写真
■添付図面一式（※外壁・屋根の色が色彩景観誘導指針に沿っているかわかる立面図）
※概要書、図面等の個人情報は届出者で判断いただいた上でご用意ください。

建築行為の届出について
神戸市からのお願い
■まちづくり協定区域内において、建築物その他工作物の新築・増築・改築・用途の変更や、土地の区
　画形質・用途の変更等を行う場合は、あらかじめ市役所へまちづくり協定に係る行為の届出をしてく
　ださい。なお、意匠配慮道路沿道の建物については、計画変更可能な段階で事前協議をお願いします。
■届出は、所定の届出書、概要書に必要事項を記入の上、関係図書を添付して行為着手の 30 日前まで
　に（建築確認申請を要する場合は申請の前に）電子申請にて行ってください。
■設計変更等によって届出内容に変更が生じる場合は、すみやかに変更届を提出してください。

新在家まちづくり委員会からのお願い
■届出後、新在家まちづくり委員会への説明をお願いします。
　説明は、原則として同委員会の定例会である毎月第３木曜日 19時（※祝日等により変更する場合あり）
　から新在家地域交流センター（灘区新在家南町 3丁目 2-25）で行います。
■まちづくり協定に適合する場合は、市役所を通じて適合通知書を送付します。なお、適合しない場合は、
　協議の上、設計変更などの対応をお願いする場合がありますので、それが可能な時点で説明を行うよ
　うにしてください。

新在家まちづくり委員会

届出 適合
まちづくり
協定に対する
適否の確認

建築物等の新築・
増築・改築・
用途の変更　等

土地の区画形質・
用途の変更　等

行為着手の　　　日前までに
（建築確認申請を要する場合は申請の前に）

電子申請にて行ってください
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新在家大石
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妙善寺
上田山妙善寺は、正保年間（1644 ～ 48 年）に僧妙善によって創建されました。この妙善寺

には、樹齢 170 年以上とも言われる見事なソテツが植えられています。大正 13 年頃新在家

在住の造園家八尾甚右衛門が、奈良市春日大社の万葉植物園に植えたソテツと同じものを地

元の妙善寺の境内に植えたものだと伝えられています。妙善寺のソテツは葉の色もよく樹勢

は旺盛で、なにより樹形がよく地域のシンボルとなっていることから、平成 16 年に神戸市

の天然記念物に指定されました。
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▼ 酒蔵の道 ▼ 西国浜街道

・都賀川・都賀川
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・西国浜街道・西国浜街道

・若宮大通
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・酒蔵の道

若宮神社は江戸時代
前期（1678 年）創建。
５月には春季大祭、
10 月には秋季大祭が
あり、特に秋季大祭
には今でも神輿が繰
り出され盛大な祭と
なります。

旧西国浜街道の大事
な景観となっていた
妙善寺の門は平成 20
年に鐘楼と共に再建
され、併せて修理さ
れた左右の築地塀と
共に震災前の姿を取
り戻しました。

酒造業が栄えた江戸
時代中期の海岸に
あった防潮堤が発掘
されたことを記念し、
灯台と合せてその姿
を縮小して復元展示
しています。

平成 23 年、畑原地
区からやってきた
このだんじりは、
これからは、この
地域の絆と賑わい
づくりに活躍して
くれるでしょう。

震災により鐘楼が
倒壊し梵鐘だけが
残されていました
が、平成 20 年 9 月
に鐘楼が再建され、
震災から 13 年振り
に除夜の鐘が復活
しました。

灘浜サイエンスス
クエアは平成 16 年
4 月にオープン。灘
の臨海部にあって
子ども達や地域の
人達の学びの場、
気づきの場となっ
ています。

灘区の中央を流れ
る都賀川。夏でも
枯れることのない
清流には、多い時
には 3000 匹以上の
アユが確認されて
い ま す。ま た、ア
ユの溯上や産卵も
確認されています。

新在家の運河は⾧さ約
1.6ｋｍ、昭和 39 年に
完成しました。運河沿
いにはプロムナードが
整備され、桜並木が春
になると一際存在感を
示します。

妙善寺境内のこの桜
は、春の見事な花とそ
の樹形の美しさからこ
の地域の自慢の桜で
す。

灘区の歴史の花「菜の
花」をシンボルに、震
災時の助け合いの精神
を次代に引き継ぐため
平成 14 年から始まっ
た西郷の地域団体や企
業が協力して主催する
お祭りです。

平成 4 年に開設され、
震災時も地域の助け合
いの拠点となりまし
た。新在家まちづくり
委員会も、このセン
ターを拠点として活動
しています。

　　灘保育所・
（旧西郷町役場）
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神戸港開港の頃より
黄麻の紡績業を営ん
だ小泉製麻のレンガ
造りの工場跡を活用
してできたショッピ
ングモールです。地
域の賑わいの核と
なっています。
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　　灘保育所・
（旧西郷町役場）

新在家西公園・

新在家南町小公園・

・若宮大通

・酒蔵の道

・新在家南公園

・新在家公園



清潔で美しい街 安全で便利な街 歴史と水辺を生かした街

清潔で住みよく働きよい街への再生

■新在家フェスティバル

津波災害に備え、地域の特性に応じた避難計画
を検討しています。津波避難ビルの指定や避難
支援のあり方などを継続して検討を続けます。

■国道 43号地下道の通行マナーの啓発

■地域独自の取り組み「ペットとの同行避難」

■津波避難対策

■防災緑地の維持管理地域住民相互の交流を促進するための取り組み地域住民相互の交流を促進するための取り組み地域住民相互の交流を促進するための取り組み地域住民相互の交流を促進するための取り組み

災害時に “家族の一員であるペット” と安
心して避難できるよう、地域で一緒に学び、
備える取り組みを進めています。日頃から
の声かけや、避難行動の確認にも取り組ん
でいきます。

この地下道は、朝夕は通学・通勤で、昼間は買
い物・通院等で多くの方が利用されます。自転
車、バイク等に乗ったまま通過されると事故の
原因になります。降りて通過して下さい。また、
昼間の人が少ない時も降りて通過する「クセ」
を習慣づけてください。地域の主要な通路を安
全に、安心して通行できるよう啓発に努めます。

防災緑地でつくっているお芋は 11 月に児童
館と保育所の子どもたちが芋ほりをして楽
しんでいます。子どもたちの笑顔のために、
今後も継続して開催できるように取り組ん
でいきます。

「まちの環境改善」への取り組み「まちの環境改善」への取り組み「まちの環境改善」への取り組み「まちの環境改善」への取り組み

「まちの安全・安心」実現への取り組み「まちの安全・安心」実現への取り組み「まちの安全・安心」実現への取り組み「まちの安全・安心」実現への取り組み

　
新在家フェスティバルは、地域に暮らす人々が世代や立
場を越えて交流し、顔の見える関係を築くことを目的として
開催しています。子どもから高齢者まで、誰もが気軽に参加で
きる場をつくることで、地域のつながりを深め、安心して暮らせ
るまちづくりを進めています。
当日は、地域団体やボランティアの協力のもと、模擬店や体験コー
ナー、ステージ発表など多彩な催しを実施しています。これらの活
動を通じて、日頃は接点の少ない住民同士が自然に会話を交わし、
相互理解を深める機会となっています。
また、フェスティバルの準備や運営には、多くの地域住民が関わ
ることで、協力し合う意識や連帯感が育まれています。こうし
た積み重ねが、地域課題の共有や助け合いにつながり、持続
可能なまちづくりの基盤となっています。
新在家フェスティバルは、単なるイベントにとどまら
ず、人と人、人と地域をつなぐ大切な交流の場
として、これからも地域とともに歩み続け
ていきます。



■風俗・風俗関連営業などはやめましょう【第 6条】

清潔で住みよい街を実現するため、地区内では風俗
営業（ぱちんこ屋、ゲームセンター等）または風俗
関連営業（モーテル等）及びカラオケボックス等の
用途の建築物は建築できません。

■風俗・風俗関連営業などはやめましょう【第 6条】

■事業所等は荷さばきスペースを確保しましょう【第 7条】

路上で荷さばき駐車を防止するため、延べ面積 1,000 ㎡以上
の事業所は、荷さばき用駐車のスペースを設けます。また、
延べ面積が 1,000 ㎡より小さい場合でも、荷さばき用駐車ス
ペースを確保できるよう努めます。

■事業所等は荷さばきスペースを確保しましょう【第 7条】

■共同住宅にはファミリータイプを推奨します【第 8条】

地区内居住者のバランスのとれた家族構成を図るととも
に地区のコミュニティを保つため、地区内で賃貸マンショ
ンなどを建設する場合は、ファミリー形式住戸を総戸数
の１／４以上設置するよう努めます。
○ファミリー形式住戸とは 25㎡／戸以上の住宅とします。
○管理人の常駐など必要な措置を講じた場合はこの限りではあ
りません。

■共同住宅にはファミリータイプを推奨します【第 8条】

■周辺環境に配慮しましょう【第 10条】

清潔で住みよく働きよい街にするために、お
互いに騒音、悪臭、日照障害などに配慮し、
敷地内の清掃及び樹木の適切な管理など周辺
に迷惑をかけないようにしましょう。

■新在家にふさわしいデザインを【第 9条】

地区内の道路のうち建築意匠配慮道路（8 ページ参照）を指定し、こ
れに面する敷地において建築する場合は、清潔で美しい街、歴史と水
辺を生かした街にふさわしい意匠となるように配慮します。
※具体的な意匠配慮例についてはお問い合せください。

■周辺環境に配慮しましょう【第 10条】

■新在家にふさわしいデザインを【第 9条】



酒蔵のまち・歴史のまちとしての風景の再生

　この「誘導指針」は、「酒蔵のまち・歴史のまち
としての風景の再生」を基本目標に、地域が自主的
に定める景観基準です。その内容は、すでに締結し
ている「新在家南地区まちづくり協定」のなかの景
観に関するルール（第 9 条／建築物等意匠のまち並
みへの配慮）を、特に色彩基準に関して具体的に定
めたものとなっています。
　このまちの歴史が少しずつでも再生され、新しい
暮らしと融合しながら、新在家南町らしい風景を将
来に受け継いでいけるよう、趣旨への理解とご協力
をお願い申し上げます。

　当地区は歴史ある酒蔵のまちであり、阪神・淡路
大震災の前には数多くの木造蔵が立地していまし
た。旧西国浜街道がほぼ昔の位置のまま地区を東西
に貫き、沿道には煉瓦造りのハイカラな建築物の姿
もありました。ところが、そうした風景は震災を機
に急速に失われていきました。
　1996 年、新在家まちづくり委員会は「新在家南
地区まちづくり協定」を締結（1996/6/26）し、建
物用途の規制などとともに、景観についてのルール
を定めました。その後、新たに「色彩景観誘導指針」
の策定に至りました。

基本目標

街道にふさわしい
伝統的意匠が息づく
まちなみをつくる

街道1

細部に酒蔵の意匠
が散りばめられた
まちなみをつくる

酒蔵2

陰影のある多彩な
表情の塀が連なる
まちなみをつくる

塀3

塀越し、壁沿いに
木々の緑が連なる
まちなみをつくる

緑4

推奨基準

まちづくり協定区域

建築意匠配慮道路
－  酒蔵の道
－  西国浜街道
－  水際道路
－  その他の道路

－  景観配慮まち角

－  公園

（各種意匠配慮道路
  が交差する部分）

国道 43号

都賀川・

新在家南公園・

・新在家公園

新在家南町小公園・

・新在家西公園

西国浜街道

若宮大通

酒蔵の道

建築物等意匠のまち並みへの配慮に関する細則
新在家南地区まちづくり協定の運営にあたり、旧街道沿いのまち並みを少しずつでも育んでいくため、新在家南地区ま
ちづくり協定第 9 条に規定する建築意匠配慮道路に面する敷地において、建築物等意匠のまち並みへの配慮に関する細
則を、以下の通り設ける。

第 1章　総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（目的）
第 1 条　この細則は、「新在家南地区まちづくり協定」第 12 条第 2 項の規定に基づき、同協定第 9 条（建築物等意匠の
まち並みへの配慮）に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第 2章　建築物等意匠のまち並みへの配慮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（外壁等の色彩）
第 2 条　建物の外壁等の色彩は「新在家南地区まちづくり協定」に従い、酒蔵のまちにふさわしい仕上げとし、落ち着い
たグレー、ブラウンを基調色とする。また、基調色以外の強調色はマンセル表色系における R（赤）系、YR（橙）系、Y（黄）系、
B（青）系、G（緑）系、P（紫）系とし、彩度・明度は「色彩景観誘導指針」に指定する範囲とする。

（屋根の形状）
第 3条　屋根は 2方向以上の傾斜を有し、建築意匠配慮道路から屋根の上面が視認可能な形態とする。

（敷地内の緑化）
第 4 条　敷地内における植栽、生垣、花壇等の設置によりまち並みの緑化に努めるものとする。

▼建築意匠配慮道路で推奨している屋根

若宮神社
・

妙善寺
・
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色彩景観誘導指針
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